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令和８年度 袋井市中小企業等賃上げ環境整備促進支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名  

令和８年度 袋井市中小企業等賃上げ環境整備促進支援業務 

 

２ 概要及び目的 

  本業務は、中小企業の経営状況（財務・原価・稼働状況・業務プロセス等）やコスト

構造を可視化し、伴走支援する中で、労務費を含む価格転嫁など企業の成長戦略として

のロードマップを作成する中で、収益性や生産性の向上を図り、企業内の賃上げ環境を

整備することを目的としており、より効果的な事業実施を図るため、経験と専門知識を

有する事業者の中から、受託事業者を選定するものである。 

 

３ 業務内容   

  別添「令和８年度 袋井市中小企業等賃上げ環境整備促進支援業務仕様書」のとおり 

 

４ 業務期間（委託期間） 

令和８年５月下旬頃～令和９年３月 29日（月） 

 

５ 選定方法  

    公募型プロポーザル方式とします。 

 

６ 事業費  

    本業務に係る経費の上限額は 10,000千円（消費税及び地方消費税を含む。）とします。 

 

７ 参加要件  

    本プロポーザルに参加するには、次に掲げる条件全てを満たしていることが必要です。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）参加申込書提出期間において、袋井市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱（平

成 17年告示第 206号）に基づく指名停止措置を受けていないものであること。 

（３）参加申込書提出期間において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規

定による更正手続開始の申し立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条

の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。 

（４）参加申込書提出期間において、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは
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第 644条の規定に基づく精算の開始又は破産法（平成 16年法律第 75条）第 18条若し

くは第 19条の規定に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者であること。 

（５）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（６）袋井市暴力団排除条例（平成 23年条例第 30号）第２条に定める暴力団及び暴力団

員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

（７）仕様書に示す業務の実施に必要な知識と能力を有すること。 

 

８ スケジュール  

№ 内   容 日  程 

１ 公募開始（市ホームページへの掲載） 令和８年４月 28日(火） 

２ 参加表明書及び質問票の提出期限 令和８年５月 11日(月) 

３ 質問への回答・参加資格有無の確認連絡 令和８年５月 14日(木)までに 

４ 企画提案書等の提出期限 令和８年５月 20日(水) 

５ web審査実施  ※予備日５月 29日(金) 令和８年５月 28日(木) 

６ 審査結果の通知発送 ５月末頃 

７ 契約締結 ５月末頃 

 

９ 参加意思の確認  

    本プロポーザルに参加を希望する方は、次のとおり参加表明書を提出してください。 

（１）提出書類  参加表明書（様式１）※印不要 

（２）提出期限  令和８年５月 11日（月）午後５時まで 

（３）提出部数  原本１部 

（４）提出方法  持参、郵送（郵送の場合は、差し出したことが分かる方法（特定記録

等）としてください。）又は電子メール 

（アドレス：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp） 

※電子メールによる場合は、送信後、確認のため併せて電話

（0538-44-3136）での連絡をお願いします。 

（５）提出場所  〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１ 

    袋井市役所産業未来課産業政策係 

（６）そ の 他   参加資格要件に該当しない場合のみ、電子メールにて連絡します。 

         期限までに参加表明書等の提出がない場合は、不参加とみなします。 

 

10 質問及び回答  

  企画提案等に関する質問は、次により行うものとします。 
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（１）提出書類  質問票（様式２）※印不要 

（２）提出期限  令和８年５月 11日（月）午後５時まで 

（３）提出方法  電子メール（アドレス：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp） 

         ※電子メール送信後、確認のため併せて電話（0538-44-3136）での連

絡をお願いします。 

         ※電話及び直接来庁による質問には応じない。 

（４）回答方法  令和８年５月 14日（木）までに、参加意思を表明した全ての事業者に

対し、電子メールで回答します。 

 

11 企画提案書等の提出  

  企画提案書等は、次のとおり提出してください。 

（１）提出書類   

  ア 企画提案書（様式３）※要代表者印押印 

  イ 企画書（様式及び枚数任意。ただし、Ａ４版又はＡ３版で作成） 

  ウ 見積書（積算内訳を含む）※要代表者印押印 

  エ 実施体制（様式不問）※本業務の実施体制（責任者、担当者等）がわかる書類 

  オ 業務工程表（様式不問）※本業務の全体スケジュールや個別作業スケジュール 

  カ 会社概要（様式不問）※既存のパンフレットや案内書等で可 

（２）提出期限  令和８年５月 20日（水）午後５時まで（必着） 

（３）提出部数  ６部（正本１部、副本５部）  

（４）提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は、差し出したことが分かる方法（特定記

録等）としてください。） 

（５）提出場所  〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１ 

 袋井市役所産業未来課産業政策係 

（６）そ の 他 

ア 上記「３ 業務内容」の項目に関して、それぞれ具体的な提案（１提案のみ）を

作成してください。 

イ 審査は匿名で行うため、提出書類の副本（１部）については、応募者が特定でき

るような内容（名称、記号、商標、押印、ロゴマーク等）の記入は行わないでくだ

さい。正本を複写して副本として利用する場合は、副本については、応募者が特定

できるような内容は黒塗りするなどして隠してください。（既存のパンフレット（１

部）等の場合も同様です。） 

なお、提出された副本について、応募者が特定できるような内容がある場合は、

事務局にて該当部分を黒塗りにする場合があります。 
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12 委託事業者の選定  

  委託事業者の選定は、次のとおり行います。 

（１）選定方法 

     次のとおり選定会を開催し、各事業者が提出した書類及びプレゼンテーションを踏

まえ、選定委員（５人程度）が下表に基づき公平に審査を実施し、最高得点者を最優

秀企画提案者（業務委託契約予定者）として選定します。 

（２）選定会（プレゼンテーション） 

ア 開催日時 ※都合により予定を変更する場合があります。 

（ア）令和８年５月 28日（木）午前９時から午後４時まで 

（イ）令和８年５月 29日（金）午前９時から 12時まで（予備日） 

※詳細は、参加事業者決定後に通知します。 

イ 所要時間  

１事業者あたり 30分（企画書等の内容説明 20分、質疑応答 10分を予定。） 

※参加事業者数が多い場合は、所要時間を一律で短縮する場合があります。 

ウ 出席人数 

２人以内（本業務の担当者を必ず含めること。） 

エ 開催方法 

（ア）プレゼンテーションは、Microsoft Teams による WEB 方式※で開催します。 

（イ）プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書の内容に限り行うこととし

ます。 

（ウ）プレゼンテーションの実施は、原則参加表明書の受付順とします。 

 ※接続テストを行います。接続テストはプレゼンテーション実施時間を通知する際

に合わせて、通知します。 

 

（３）審査 

ア 各選定委員持ち点（100点）を合算した値（500点満点）の６割（300点以上） 

を最低基準点とし、最低基準点に満たない事業者は選外とします。 

イ 最高得点者が複数の場合は、見積金額の最も低い事業者を最優秀企画提案者とし

て選定します。また、見積金額も同額であった場合は、くじ引きにより最優秀企画

提案者を選定します。 

ウ 選定に関する質問及び異議申し立ては一切受け付けません。 
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【評価項目・評価基準・評価点数】 

評価項目 評価基準 評価点数 

企画提案内容 

（60点）
 

① 全体構成（企画力） 20点 

② 実現可能性 20点 

③ 事業への理解・知識 20点 

業務実施体制 

（30点） 

① 業務実施に係る体制 15点 

② 全体工程及び個別作業工程（スケジュール） 15点 

見積書（10点） ① 見積金額及び積算内訳の妥当性 10点 

合計 100点 

 

（４）失格 

次のいずれかに該当するときは、失格とします。 

  ア 本実施要領で定めた内容に適合しないとき。 

  イ 提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。 

  ウ 提出書類に不備や不足があったとき。 

  エ 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

  オ 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出されたとき。 

カ 選定結果に影響を与えるような不正を行ったとき。 

  キ 見積金額が委託上限を超えるとき。 

ク その他不適切な事項があると判断されるとき。 

（５）結果通知 

   選定結果は、参加した全ての事業者に通知します。 

   なお、選定に関する異議等は一切受け付けないものとします。 

 

13 契約の締結  

（１）契約は、最優秀企画提案者と仕様及び契約条件等について協議した上、契約内容に

関する協議が整ったときは、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基

づく随意契約として、委託上限額の範囲内で締結するものとします。 

   ただし、協議の結果、見積金額に変更が生じた場合は、再度見積書を提出の上、委

託上限額の範囲内で契約を締結するものとします。 

（２）最優秀企画提案者と協議が整わず契約が締結できない場合は、次点者と順次協議を

行うことができるものとします。 

（３）最低基準点に満たなかった場合は、本プロポーザルに基づく契約は行いません。 
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（４）業務委託料の支払いについては、業務完了時の一括払いとします。 

 

14 その他  

（１）参加表明書及び企画提案書等の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、

速やかに下記 15 に記した担当まで辞退届（様式不問）を提出してください。※要代

表者印押印 

（２）本プロポーザルへの参加に対し必要な費用は、全て参加事業者の負担とします。 

（３）提出後の書類等について、資料の追加や差し替えは不可とし、採用・不採用にかか

わらず返却はいたしません。 

（４）提出された書類等は、本プロポーザルの審査以外には無断で使用しません。 

ただし、目的の範囲内において複製することがあります。 

（５）契約締結までは契約が確定していないことに十分留意し、関係者とトラブルのない

ようにしてください。 

 

15 担当課（問い合わせ先） 

  本件に関する書類の提出先及び質問先は、次のとおりとします。 

（１）担 当  袋井市役所産業経済部産業未来課産業政策係（担当：清水） 

（２）住 所  〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１ 

（３）ＴＥＬ  0538-44-3136（直通） 

（４）E-mail  sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp 

 


